
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                 

一 

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

　則                                                                         

一 

○
福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改 

　正
す
る
規
則                                                                 

八 

○
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                

一
〇 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
理
学
療
法
士

等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保
修
学

資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号 

　
　
　福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　題
名
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　第
一
条
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　第
二
条
第
一
項
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
連
帯
保
証
人
」
を

「
前
項
の
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

　第
三
条
第
一
項
中
「
身
体
検
査
及
び
口
頭
試
問
等
の
方
法
」
を
「
面
接
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　第
五
条
中
「
末
日
に
、
当
該
月
分
を
」
を
「
一
月
分
ず
つ
」
に
改
め
る
。 

　第
六
条
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
二
分
の
五
」
を
「
二
分
の
三
」
に
改
め
る
。 

　第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
項
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　第
一
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
、
「前

年
度
の
年
収

」
を
「年

収

」
に
改
め
る
。 

　第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
改
め
る
。 

　第
五
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
、
「返

還
の

」
を
「返

還
の
債
務
の

」
に
改
め

る
。 　第

六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
改
め
る
。 

　第
八
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
、
「期

限
の
猶
予

」
を
「猶

予

」
に
改
め
る
。 

　第
九
号
様
式
中
「保

健
師
等

」
を
「看

護
師
等

」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

　（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　（
経
過
措
置
） 

２

　改
正
後
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則

の
施
行
の
日
前
に
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
修
学
資
金
（
以
下
単
に
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
て
い
な
い

者
で
同
日
以
後
に
新
た
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
資

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３

　改
正
後
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
は
、
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
福
島
県
条
例
第
十
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
則
第
一
号
様
式

か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
看
護
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
師
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

４

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。 

　（
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

５

　福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　別
表
八
の
項
中
「
保
健
師
等
」
を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号 

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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第
八
条
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
施
設
等
と

す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。 

一

　医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所 

二

　介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人

保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院 

三

　老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施

設
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム 

四

　身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

五

　児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉

施
設
の
う
ち
、
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

六

　障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

生
活
介
護
又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
の
う
ち
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第

六
条
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
供
与
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

七

　地
方
公
共
団
体 

八

　そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
施
設 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「□

有
り

 

　
　
　
　
　
　「□　

有
り

 

様
式
第
二
号
中

　
　
　
　
　
　を

　

□
無
し

　
　に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　

□　
無
し

」 
□
申
請
中

」 

様
式
第
七
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

(表)

               

                                       

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号 2



                                       

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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様式第７号（第７条関係） 
（表） 

理学療法士等修学資金返還債務免除申請書 
年  月  日 

福島県知事 
貸与決定番号 第        号 
申請者 住所            

  氏名            
電話  （  ） 

                      
 下記のとおり理学療法士等修学資金の返還債務の免除を受けたいので、別紙証明書類
を添えて申請します。 

記 

貸与を受けた時の学校等の名称   

貸 与 を 受 け た 期 間 年   月から    年   月まで 

貸 与 を 受 け た 金 額 円 

返 還 免 除 を 希 望 す る 金 額 円 

該
当

事
項
 

１ 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許取
得後直ちに県内の施設等において理学療法士等の業務に従事し、引き続き当該
業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間の２分の３に達したため
（条例第６条第１号に該当） 

２ 従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障の
ため業務を継続することができなくなったため（条例第６条第２号に該当） 

３ 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得し、かつ、免許取
得後直ちに県内の施設等において理学療法士等の業務に従事し、引き続き３年
以上当該業務に従事したため（条例第７条第１号に該当） 

４ 死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により、貸与を受けた修学資金を
返還することができなくなったため（条例第７条第２号に該当） 

説
明
 

（具体的理由） 

備考 
  １から４までのうち該当する番号を○で囲むこと。 

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号3
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様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第８号（第10条関係） 
理学療法士等修学資金返還猶予申請書 

年  月  日 
福島県知事 

申請者 住所            
氏名       
電話  （   ） 

 下記のとおり理学療法士等修学資金の返還の猶予を受けたいので、別紙証明書類を添
えて申請します。 

記 

学 校 等 の 名 称   

貸 与 決 定 番 号 第           号 

返 還 猶 予 を
希 望 す る 期 間 年   月  日 から    年   月  日 まで 

返 還 猶 予 を
希 望 す る 金 額 円 

理
由
 

該 当 事 項 

１ 学校等を卒業した後２年以内に理学療法士等の免許を取得し、か
つ、免許取得後直ちに県内の施設等において理学療法士等の業務に
従事し、引き続き当該業務に従事しているため（条例第９条第１号
に該当） 

２ 学校等を卒業した後引き続き他の学校等（契約時の職種に係る学
科等に限る。）に進学したため（条例第９条第２号に該当） 

３ 災害、疾病その他やむを得ない事由が生じたため（条例第９条第
３号に該当） 

４ 契約が解除された後においても、引き続き学校等に在学している
ため（条例第９条第４号に該当） 

説 明 

（具体的理由） 

備考 
  １から４までのうち該当する番号を○で囲むこと。 

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号5
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様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第 10 号（第 12 条関係） 
 

現況報告書 
 

   年  月  日 
 
 福島県知事 
 

貸与決定番号   第       号   
 

申請者   住  所                
ふりがな                
氏  名                

      電  話   （   ）        
メ ー ル                

 
年４月１日現在の状況について、下記のとおり報告します。 

記 
勤務等の状況 
１ 次の医療機関等において理学療法士・作業療法士・診療放射線技師・歯科衛生士・ 
臨床検査技師・言語聴覚士として勤務しています。 

 
   医療機関等の名称 
 
   医療機関等の所在地 
 
 
２  その他 

 
 
 
 
 
備考 
 １ １又は２のうち該当する番号を○で囲み、所要事項を記入すること。 
 ２ １については、該当する職種を○で囲むこと。 

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号7



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資

金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号 

福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第

三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
連
帯
保
証
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
保
証
人
は
」
を
「
連
帯
保
証
人
は
」

に
改
め
、
「
貸
与
を
受
け
た
」
を
削
り
、
「
規
定
す
る
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
」
の
下
に
「
（
以

下
「
へ
き
地
医
療
等
修
学
資
金
等
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
場
合
、
へ
き
地
医
療
等
修
学

資
金
等
」
を
加
え
、
「
の
保
証
人
と
」
を
「
の
連
帯
保
証
人
と
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号

中
「
又
は
総
合
診
療
科
」
を
「
、
総
合
診
療
科
、
救
急
科
又
は
麻
酔
科
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保

証
人
を
」
を
「
連
帯
保
証
人
を
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め

る
。 様

式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第６号（第８条関係） 
周産期医療等医師確保修学資金返還方法変更承認申請書 

年  月  日   
  福島県知事 

決定番号    年度 第     号   
申請者 住 所                     

ふりがな                     
氏 名                     

連帯保証人 住 所                     
ふりがな                     
氏 名                     

連帯保証人 住 所                     
ふりがな                     
氏 名                     

  周産期医療等医師確保修学資金の返還の方法について、下記のとおり変更したいので
承認願います。 

記 
 １ 変更の内容 
 
 
 
 ２ 変更の理由 
 
 
 
 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長にして用いること。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保
修
学

資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
周
産
期
医
療
等
医
師
確
保

修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
五
号 

福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

　第
六
条
中
「
第
六
条
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
」
の
下
に
「
一

部
」
を
加
え
、
「
又
は
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
」
を
削
る
。 

　第
十
条
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

　様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第１号（第１条関係） 
（表） 

獣医学生修学資金貸与申請書 
年  月  日 

福島県知事 
申請者 本  籍 

 住  所 
 氏

ふり
  名

がな
 

 生年月日    年  月  日 
 

獣医学生修学資金の貸与を受けたいので、福島県獣医学生修学資金貸与条例第２条の 
規定により、下記のとおり申請します。 

記 

貸 与 
申請額 

月額               円 
貸 与 
期 間 

年  月  日から 
年  月  日まで 合計金額             円 

（月額×貸与期間に相当する月数） 

大 学 

名   称  

学部・学科
 

学部      学科
 
学年

 
年

 

所 在 地
 郵便番号（   ）          電話番号（      ） 
 

入   学 
年 月 日 年  月  日 卒業見込 

年 月 日 年  月  日 

家 
 
族 
 
の 
 
状 
 
況 

氏  名 続柄 年 齢 職  業 勤務先 年   収 
（税 込 み） 住      所 

       

       

       

       

       

       

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号11
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

 
（裏） 

 

連
帯
保 
証 
人 

本 籍  

住 所  

氏 名  生 年
月 日 年  月  日 続

柄  

職 業  年  収 
（税込み）  

勤務先  

連帯保証人が支払いの責任を負う極度額 円 

連
帯
保 
証 
人 

本 籍  

住 所  

氏 名  生 年
月 日 年  月  日 続

柄  

職 業
 

 年  収 
（税込み）  

勤務先
 

 

連帯保証人が支払いの責任を負う極度額 円 

上記の申請について同意します。 
親権者又は後見人 住  所 

氏 名
ふ り が な

 
上記の申請により修学資金の貸与を受けたときは、本人と連帯してその債務を履行す

ることを保証します。 
連帯保証人 住  所 

 氏 名
ふ り が な

 
連帯保証人 住  所 

 氏 名
ふ り が な

 

令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号 12
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第５号（第５条関係） 
 

獣医学生修学資金借用証書 
 

年  月  日 
 

福島県知事 
 

決定番号      年度第   号 
住 所 
氏 名 

 
獣医学生修学資金の貸与を受け、下記の金額を借用しました。 

借用金額      円 
上記の借用金額に関する本人の債務について、本人と連帯して履行の責めに任じます。 

 
年  月  日 

 
連帯保証人 住 所 

 氏 名 
 

連帯保証人 住 所 
 氏 名 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第６号（第６条関係） 
 

獣医学生修学資金返還明細書 
決 定
番 号 年度第   号 大学名  

 

氏 名  返還金 
総 額 

                            円 

生 年 
月 日 年  月  日 

返 還 
内 訳 

月 賦 額          円 
半年賦額          円 
期間        年   月から 

年   月まで 本 籍  
 

住 所  
 

貸 与 
期 間 

月額             円 
期間             月 

連絡先 
名称等 電話番号（            ） 

 

所在地  
 

連
帯
保
証
人 

本  籍  
 本  籍  

 

住  所  
 住  所  

 
氏  名 
生年月日 

 
年  月  日 

続 
柄  

氏  名 
生年月日 

 
年  月  日 

続 
柄  

職  業  
 職  業  

 

勤 務 先  
 勤 務 先  

 
年  収 
（税込み） 年  収 

（税込み） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第 10 号（第 10 条関係） 
 

連帯保証人変更承認申請書 
 

年   月   日 

 

福島県知事 
 

 決定番号     年度第    号 

申請者 住  所 
 氏  名 
 

下記により、連帯保証人を変更したいので承認してください。 
記 

新 
連
帯
保 
証 
人 

本 籍  
 

住 所  
 

氏 名
ふ り が な

  生 年
月 日 年  月  日 続

柄  

職 業  
 

年 収 
（税込み） 

 

勤 務 先  
 

変更しようと 
する理由 

 
 

旧連帯保証人       に代わって連帯保証人となることを承諾します。 
 

年   月   日 
 

新連帯保証人 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 
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令和 8年 3月27日　金曜日 福 島 県 報 号外第31号19


